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個人情報保護方針 

(JIS Q 15001: 2017 に準拠 外部向け個人情報保護方針) 

 

１．基本方針 

株式会社 ISO（以下「ISO」という）は，労働者派遣・職業紹介業務に関連する事業活動を通じて

得られた個人情報は，皆様の大切な財産であるとともに，ISOにとっても新たな価値創造の源泉とな

る重要な資産であることを認識して，個人情報を適切に取り扱うことが企業の重要な社会的責務と

考え，以下の通り，個人情報の保護方針（以下｢方針」という）を定め，実行します。 

 

２．法令及び規格の遵守 

ISOは，個人情報の保護に関する法律をはじめ，個人情報の取扱いに関する法令，国が定める指針

その他の規範を遵守するとともに，本方針を含むコンプライアンス・プログラムを継続的に見直し，

改善に努めます。また，ISOは，個人情報保護を目的とした個人情報保護マネジメントシステムを組

織内に構築するにあたっては，JIS Q 15001: 2017の要求事項を満たすように努め，継続的に組織の

機能を改善します。 

 

３．個人情報の取得 

 ISOは，個人情報を入手するにあたり，本人の了承をもらい，本人の意思で提供された個人情報の

みを，公正かつ適法な手段により取得いたします。 

 

４．個人情報の利用及び目的外利用の禁止 

ISOは，個人情報の利用にあたり，あらかじめその利用目的を明示します。また，特定された利用

目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の利用や取扱いを禁止する措置を講じて，これを防止し

ます。 

 

５．個人情報の漏えい等の防止 

ISOは，社内及びパートナー企業による個人情報の漏えい，改ざん，滅失又はき損の防止に努め，

これらが発生しないように是正を行います。 

 

６．第三者提供制限 

ISOは，事前に本人の同意を得ない限り，個人情報を第三者に提供あるいは開示しません。ただし，

次の場合を除きます。 

１）人の生命，身体または財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得ることが

困難であるとき 

２）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要があって，本人の同意を得る

ことが困難であるとき 

３）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって，本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき 
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４）その他法令に基づく場合 

 マイナンバーについては，番号法で認められている場合を除いて，個人番号を含む特定個人情報

を外部に提供することはありません。 

 

７．個人情報の訂正・開示・削除をする場合 

ISOは，登録者が希望する場合は，ISOが管理する登録者本人の個人情報の訂正，開示，削除を行

います。但し，ISOで就業された実績がある方は，税務会計上の個人情報に限って，訂正，削除する

ことができませんので，予めご了承ください。 

 

８．予防ならびに是正処置 

ISOは，第三者による個人情報への不正アクセス，個人情報の滅失，破壊，改ざんおよび漏えいな

どのトラブルを予防ならびに是正するための必要かつ適切な安全対策を実施いたします。 

 

９．社員に対する教育および啓蒙活動 

 ISOは，社員に対する教育・啓蒙活動を推進し，個人情報管理に対する知識習得と意識向上を目指

すとともに，個人情報が適正に管理されるよう周知徹底を図ります。 

 

１０． 問い合わせ 

ISOは，個人情報に関するお問い合わせ，苦情相談の適切な対応に努めます。 

下記の窓口よりご連絡ください。 

記 

受付日時          ： 午前 10時から午後 5時まで（土日祝日を除く） 

受付窓口          ： 株式会社 ISO 個人情報保護担当部門 

郵送の場合        ： 〒440-0074 愛知県豊橋市上伝馬町 124-2-1 ISOビル 2F 

電話・FAXの場合 ： 電話 0532-52-1771（代表） FAX 0532-53-7826 

                      フリーダイヤル 0120-38-1771 

メールの場合      ：  jinzai-eigyou@iso.co.jp 

 

１１． 本方針の改定及び周知 

ISOは，個人情報保護に関する規程や行動規範を定め，個人情報の保護に取り組みます。その取り

組みが確実に実施できているかを定期的に確認し，監査，見直しを行なうことにより，継続的に改

善します。そのため，必要に応じ本方針を改定することがあります。その場合には，皆様に対し，

改定の旨を ISO ウェブ・サイトに掲載します。掲載した時点より改定された方針が適用されるもの

とします。また，ISOトップマネジメントは，本方針を一般の人が知り得るようにするために，ウェ

ブ・サイトなどに掲載し周知させるなどの措置を講じます。 

2017年 02月 15日制定 

2019年 06月 01日改正 

  

株式会社 ISO 

代表取締役 山口耕平 


